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議事内容 

●協議事項 

（１）東秩父村地域公共交通計画（素々案）について 

【質 問】 

・大変細かくまとめられておりご苦労様です。これからの東秩父村は少子高

齢化が益々進み、現在自力で行動出来ている人達の先行きを考えると心配

です。私も今のところ自力で行動していますが、数年後には車の運転も出来

なくなると思います。 

 皆谷上区だけでも、７５才以上の人が４０人いますが、買い物、通院等は大

変な人もいます。県道近くに住んでいる人はイーグルバスの利用も容易で

あると思いますが、バス停から数㎞離れた萩平、白石の一部、朝日根、小安

戸、栗和田、柴、上の山、和知場、上の貝戸などの高齢者はイーグルバス停

まで歩くことは困難です。 

 私の家も皆谷バス停まで片道３㎞あり、徒歩ですと 40～50 分を要すため、

歩くことは考えられません。このように離れたところに住んでいる人はイ

ーグルバスではなく、家まで来てくれるやまびこ会を利用することが多く

なると思います。やまびこ会は現在休日運行していないようですが、将来、

生活用品の買い物などを考えると年中無休体制も必要ではないかと思いま

す。 

・東秩父村は、人口 1000 人当たりの自動車保有台数が、埼玉県内で最も多い

自治体で、移動手段として自家用車の依存度の高さを証明しているものと

思います。近年、高齢者ドライバーによる交通事故は大きな社会問題であ

り、高齢化率の高い本村においても懸念されます。地域公共交通網の充実

は、運転免許証返納促進の取り組みとしても必要不可欠ですが、実情に即し

た施策としては、路線バスの補助事業よりも、やまびこ会への支援拡充を行

っていただきたいと思っています。 

→バス停留所までの距離が遠い地域が多い本村の状況から、今後ふれあいや

まびこ会との連携は非常に重要になると認識しております。新たな計画で

は、そのような状況を考慮し、「やまびこ会との連携事業」を掲載しており

ますので、協議会の皆様との協議のうえ、検討してまいります。 

また、通勤・通学、高齢者および来訪者への公共交通手段として路線バス

の重要性は高く、地域の活性化には欠かせないものとなりますので、今後

も路線バスへの補助を行うとともに、やまびこ会との相互補完を目指して

まいります。 

 

  



・P3、P38 バス利用者数の 2019 年度の数値の落ち込みの要因がコロナを理由

としているが、2019 年度の影響は 2～3月のみと考えると落ち込みが大きす

ぎる。2019 年 10 月の台風による道路破損も大きな影響があったと思われ

る。トレンド推移から除く理由として追記した方が良いのではないか。 

 その他単純なコロナだけでなく、2020 年 3 月はスクールバスが通学停止で

なかったこともあったと思われる。他にも何かあれば。 

・P3「表 2-3 目標達成状況 バス利用者数」について 

 2019 年の急減の理由は特に説明が必要かと思います。 

・P17「図 4-5 路線バス バス事業年度 年間利用者数」について 

 2019.10～2020.9 の※に、台風 19 号の影響も記載が必要かと思います。 

→P3、P38 バス利用者数はバス事業年度（当年 10 月から翌年 9 月）による集

計のため、新型コロナウイルス感染症も大きく影響していると存じます。 

 また、ご指摘のとおり、台風 19 号による道路破損に伴う影響も大きいこと

から、その旨を素案に追加させていただきました。 

 

 

・P40 2）通勤、通学としての運行 

 和紙の里での接続も良くないとの意見があるので、和紙の里におけるダイ

ヤも調整することを入れては。 

・P42 2) バスターミナルの維持に関係するが、和紙の里での接続など、バ

スターミナルを維持するだけでなく活性化する方向で考えてみては。 

・P38 2) 通勤、通学としての運行に絡みますが、毎日利用する通勤、通学

者を増やせば効果が高いと思います。ダイヤの調整以外に取組があればと

思います。例えば、役場職員が率先して利用するなど。ダイヤが就業時間と

合わないのであればフレックスにするとか。 

・満足度が下がっていることが気になります。また、やまびこ会との連携が村

民の方々にあまり見えていないことが気になります。広報などを使ったわ

かりやすい説明などあればいいかと思います。（すでに実施済みかもしれま

せんが） 

・やまびこ会と路線バスの共通定期券などがあってもいいのでは。 

・これからのバス事業を考えた時、ターゲットは高齢者と観光客と考えます。

観光事業については、可能性は大きいかと思います。（他町村との連携も）。

高齢者については、国も元気な高齢者を増やすことが目標になっています。

そのため、いかにして外出環境を整えることが大切か、福祉課との連携をぜ

ひ考えていただきたい。 

・バスロケーションシステムの導入、自動運転の導入などを考えていただき

たい。自動運転などは、国も積極的に進めています。遠くないうちに、実証

実験から具体的運行に進むのではと考えます。 

・また、グリーンスローモビリティー（イーグルバスも川越で始めているかと

思いますが）などの導入も考えてもいいのでは。 

・小川町駅～白石車庫間について増便の検討をいただきたい。前回計画で減

便したことで、住民の失望感が伝わってきたので、増便等の検討をお願いし

たい。 

・学校入口のバス停を廃止していただきたい。カーブに近く乗降時の停車中、

バスを迂回する車の事故が心配であり、近くのバス停との距離も近いため。 

→利用者の利便性向上や財政負担、自動運転などの国や県の動向を総合的に

判断し、協議会や関係期間等と協議を図りながら検討・実施してまいりま

す。 また、引き続き広報活動や利用促進策、安心して利用できる停留所環

境などについても同様に検討してまいります。 

 



 

・P22「⑥財政負担」について 

 経費増の要因（人件費、車両老朽化に伴う修繕費の高騰、IC 導入等。別途

経費負担頂いている車両償却及び IC 費用は除く）を明示した方がよいかと

思います。 

→今回の素案にて記載いたしました。 

 

 

・P22「図 4-11 路線バス 負担金・補助額の推移図」について 

 各町村の負担割合は明示しなくてもよいのではないのでしょうか。 

→ご指摘を受け、３町村の負担割合を統合し、「３町村負担金」として記載を

させていただきました。なお路線バスの維持には、運行に関係する村・小川

町・寄居町との連携が不可欠でありますので、引き続き協力し、公共交通の

維持に努めたいと考えます。 

 

 

・P25～「5-1.住民アンケート調査の実施概要」について 

 住民意識の全体像だけでなく、層別での意識がわかるように様々なクロス

集計が必須かと考えます。また、アンケート原票も資料として添付すべきで

はないでしょうか。 

・P34「各設問で頂いた意見・要望（記述回答）」について 

意見要望については、原則的に現在のバス利用者と非利用者を分けた分析

をすべきではないでしょうか。 

バスを利用していない・しない方の意見も、なぜバスを利用しないのかの

条件となる事項も列挙した方がよいかと思います。 

利用している方の不便な点と利用していない方が不便だと想像する点を同

一化するのではなく、別々に明示すべきだと考えます。マジョリティは非

利用者であることを明らかにすべきです。 

 →アンケートの構成上、「地区」以外の項目でのクロス集計を行うことが困難

ですが、今後、可能な範囲で集計・分析を検討させていただきます。 

  また、アンケート原票については資料編として素案の最終項目にて追加い

たしました。 

  

 

・P36「6.公共交通に関わる問題点・課題」「路線バス」について 

  根拠となる調査結果に基づく課題・問題点が叙述的に列挙されているだけ

に見えます。計画として体系的整理を行うべきです。現計画の観光的運行が

継続できなかった・しなかった要因の検証等が欠落しています。顧客開拓も

重要だが、実施できなかった・しなかった検証も実施すべきかと考えます。 

  文中に「運行の効率化」と記載されていますが「運行の最適化」に改めて頂

きたいと思います。一般的に効率化は事業者の事業計画及び運行計画に基

づき実施しますが、協議会での運行計画運賃等の承認を経る当該路線バス

では、利害関係者全体の調整を図ることが必要となるので、事業者目線とも

言える効率化という文言は使用すべきではないと考えます。 

・P37「基本的な方針と目標」について 

 唐突であり前章までの課題整理及び財政負担を実施する村の上位計画をう

けた基本方針となっているように読み取れません。 

 基本方針3にある交通系ICカードの導入は前計画に記載はなかったと思い

ます。また同基本方針 3 の 3 行目「今後は交通事業者と協働し…」は現在

でも協働しているので「今後も…」に改めて頂きたいと思います。 



→体系的整理については時間的な制約等により反映できていませんが、その

他ご指摘については、今回の素案にて修正させていただきました。 

 

 

・P38「7-2 計画の目標」について 

 新型コロナウイルス禍の影響について、利用者数は終息後も生活様式の変

化等要因で感染拡大以前の水準には戻らないとの見込み（当社乗合バス事

業全体でも感染拡大前の概ね 8 割程度までの戻りとみている）もあり。ト

レンド推移に加えて考慮する必要があると考えます。 

→新型コロナウイルス感染症の影響により今後の見込みが立てづらいため、

素々案の目標値で設定させていただきます。しかし、今後の状況や実績に

よって、目標の下方修正、上方修正を協議会の皆様と協議の上、柔軟に対応

していきたいと考えております。 

 

 

・P38「目標 2 公共交通の満足度の向上」について 

 なぜ目標値を今回調査結果の 57.1%に 8%上乗せした 65%以上に設定したの

か説明が必要かと思います。そもそも満足度何％が妥当なのかご教授下さ

い。 

→前回の調査結果 66％に対して今回は 57.1%と満足度が下がっております。

8 年後に 66％に戻すことを考慮し、毎年 1％以上の満足度向上を目標とす

るため、8 年後の計画最終年度には 8%以上の向上を目標として設定してお

ります。 

 

 

・P39「表 8-1 施設体系」について 

 「（１）①利用者に合わせた利便性の確保」とあるが、乗務員不足の現状や

運行経費の抑制に鑑みると臨時バスの運行対応は難しいことが想定されま

す。 

→今後の協議会や関係団体との協議により、実施について検討いたします。 

 

 

 「（２）持続可能な公共交通体系の確立」においては、①②とも運行補助制

度の継続的な実施が必須事項と考えます。 

→今後も継続的に実施していきたいと存じます。 

 

 

・P40「①2）通勤・通学としての運行」「実施時期」について 

 「鉄道ダイヤの改正が行われた場合は随時調整」ではなく、「…場合は調整

を検討する」という主旨の表現への変更のご検討をお願い致します。 

→ご指摘のとおり、今回の素案にて修正いたしました。 

 

 

・P40「①5）ゾーン制運賃の見直し」について 

 独立採算が不可能なエリアにおいて運賃をどのように設定するかという、

根本的問題に触れずに、唐突にゾーン制運賃のことだけが取り上げられて

いるので違和感があります。ゾーン制運賃に限らず運賃制度自体を検討す

る必要があると思います。 

 また、実施主体は自主運行路線ではないので「協議会、バス事業者」の順だ

と思います。 



→「ゾーン制運賃の見直し」を「運賃制度の見直し」に修正しました。また、

実施主体についてもご指摘のとおり修正いたしました。 

 

 

 

・P41「②1）新規路線の延伸」について 

 実施主体は「協議会・東秩父村・沿線自治体・バス事業者」になるかと思い

ます。 

・P42「（３）2）バスターミナルの維持」について 

 実施主体は「東秩父村・施設管理者」ではないでしょうか 

・P42「②1）時刻表、案内図の掲示及び周知」について 

 実施主体は「協議会」になるのではないでしょうか、また「バス事業者」は

どの側面で実施主体となることを想定しているかご教授下さい。 

→「バスターミナルの維持」については、ご指摘のとおり、実施主体を修正い

たしました。 

「時刻表、案内図の掲示及び周知」については、協働で事業実施や事業内

容をご相談させていただくことを想定し、実施主体に載せさせていただい

ておりましたが、ご指摘があったため、実施主体を修正いたしました。 

 

 

・P40～42「8-2.事業内容全般」について 

 13 事業の多くを利用促進策が占めている感じがします。村内唯一の公共交

通機関であること、沿線町村の住民の足となっていること、小川町駅・皆谷

～白石車庫間の従前事業者の撤退により路線を継承した経緯等に鑑み、路

線バスの維持・確保についてバスターミナルの維持と同様に事業として設

けるべきではないでしょうか。国（地域間幹線補助）、県（生活交通路線維

持、生活維持路線確保対策）、町村の運行補助制度の継続的な活用等も協議

会、バス事業者、国、埼玉県、東秩父村、小川町、寄居町が実施主体で、計

画に定めた事業として実施することの明示につきご検討いただきたくお願

い致します。 

→今回の素案 P37 にてご指摘いただいた旨の文章を追加いたしました。 

 

 

・P43「8-3.事業スケジュール」について 

 スケジュール表全体として、誰が、いつ、何を行うのかが不明瞭です。例え

ば「ゾーン制運賃の見直し」について、破線で「検討・検討結果に応じて実

施」で 8年間継続しておりますが、全く現実味もありませんし、「実施しよ

う」もしくは「実施のために検討をしよう」という意志も感じられません。

すべての事業につき同様です。各事業は年度ごとに詳細なスケジュールを

定めたうえで 7，スケジュールは誰が、いつ、何を行うか程度の項目を分け

て記載すべきではないでしょうか。 

 また、協議会開催予定についても記載したほうがよろしいかと思います。 

→来年度は分科会での協議等、実施までに時間を要するやまびこ会の拡充を

主として行う予定です。他事業については、協議会の皆様と優先事業の協

議を含め、調整し決定したいと考えております。 

 協議会開催予定については記載いたしました。 

 

 

 

 



・P44「評価に必要なデータの収集方法」について 

 表中の「路線バス利用者数（系統別・バス停別）」について、収集方法の「ダ

イヤ最適化システム」は削除して頂き「事業者の集計により」旨の記載に変

更をお願いします。また、実施時期についても「系統別：毎日」となってお

りますが、確かに計数単位は日ごとになりますが利用者数の報告は基本的

に月単位としておりますので、表記につき工夫して頂きますようお願い致

します。 

→ご指摘のとおり、今回の素案にて修正いたしました。 

 

 

 

【意 見】 

・意見ではないですが、基本的方針と目標、色々な計画をしていただき、沢山

の問題点があるようですが、高齢者、通学、通勤、村民の方の生活または観

光客、これからの村の全体の問題を良く調べられ、元気になります。 

 

・アンケートによる改善点は多々あるかと思います。現場として可能な改善

点から取り組んでください。 

 

 

●報告事項 

（１）皆谷～白石車庫間の運行再開について 

 【意 見】 

 ・白石まで運行できるようになり、小川町、白石と大変良いと思う。買い物、

病院、和紙センターまた自然を見るなど良いところがあると思う。 

 

 

（２）寄居駅前広場工事に伴うバス停移設について 

【質 問】 

 ・移設先のバス停が分かりにくいと思いますが、寄居駅出口からバス停に向か

う際の、案内板設置等の対応はされてますか。 

 →寄居駅出口に張り紙にて周知しております。 

 

 

 【意 見】 

 ・寄居駅前が整備するため、バス停の移設良いと思う。駅前が広がり村の人々

も楽しめるのではないか。 

 

 

（３）「大宝」バス停の移設ついて 

 【質 問】 

 ・移設前の写真がないため、どのように危険だったのかがわからない。移設後

だけでなく、移設前の写真も添付していただきたい。 

 →以下に移設前の写真を添付させていただきました。写真のとおり、以前の

定位置だと、停車時に車体が横断歩道にかかる理由から、最も危険度が高い

A ランクに該当しておりました。 



 
 

 

 

 ・大宝バス停付近、峠の頂上から寄居方面は勾配が急な坂だと思います。道路

交通法第 44 条第 1項第 1号では、急な坂及びその頂上付近は駐停車禁止で

すので、法に反していませんか。寄居方面から東秩父に向かった時、移設先

のバス停は峠の頂上から先の見通しが悪く、バスの停車時に後続車の追い

越し等で危険だと思います。 

 →道路交通法第 44 条但し書きで「乗合自動車又はトロリーバスが、その属す

る運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車する

とき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。」と

記載がありこれに該当するため問題ないと存じます。現地については、小川

警察署立ち合いのもと確認をいただいております。 

 

 【意 見】 

 ・大宝バス停の移設は危険な停留所に指定され、移設は良いと思います。 

 

 

●その他 

【意 見】 

 ・和紙の里バスターミナルにおいての観光バス乗降マナーが相変わらず徹底

されておりません。路線バスの運行に支障をきたす具体的な内容は以下の

とおりです。 

１，乗降に時間がかかり路線バスの発着時間に影響が出ている。 

２，観光バスに待機位置（バスターミナル待機位置）によっては路線バスがバ

スターミナルの転回が出来ない場合が多々ある。（特にトイレ前の付近で

待機している観光バスがあると路線バスは転回出来ない。） 

  以上、上記内容につきましては、安全運行する為の改善ですので、切にお願

いいたします。 

 →今後とも路線バスの適正な運行のため、関係各所と協議し対応していきた

いと存じます。 

 

バス 

バス停 

停車時に車体が横断歩道にかかる 

 


